
05 森林・林業再生基盤づくり交付金[新規]
【６，４０６（－）百万円】

対策のポイント
地域の自主性・裁量を尊重しつつ、森林の整備・保全の推進、林業・木材

産業の健全な発展と木材利用の推進を図るため、高性能林業機械や木造公共
建築物の整備等に必要な経費について支援を行います。

＜背景／課題＞

・ 日本再生戦略」に掲げられている、 、「 地域に根差した農林漁業の活性化を図るため

持続的な森林経営の確立と木材の安定供給体制を構築す森林・林業分野においては、

ことが必要です。る

低コストで効率的な作業シ・このため 「森林・林業基本計画」に基づき、木材生産の、

や 等を図る必要があります。ステムの整備 効率的な木材加工・流通体制の整備

・ 公また、地域資源を活用した新たな産業の創出により地域の活性化を図るとともに、

する必要があ共建築物等木材利用促進法の実効性を高めるため、地域材の活用を促進

ります。

政策目標
○高性能林業機械を使用した素材生産量の割合の向上（４割（21
年度）→６割（27年度 ））

○公共建築物の木造率の向上（8.3％(22年度)→24％(27年度)）

＜主な内容＞

１．再生基盤の整備等
以下のメニューについて都道府県に対し一体的に支援します。

① 高性能林業機械等の整備

② （公共建築物等木材利用促進法に基づく方針を策定した木造公共建築物等の整備

市町村に対し、 を川上と川下が一体となった、地域材を利用する公共建築物の整備

支援）

③ 山地防災情報の周知（山地防災情報の共有体制整備等）

④ 森林資源の保護（森林病害虫防除、野生鳥獣被害防除等）

⑤ 林業担い手等の育成確保

補助率：１／２以内等

事業実施主体：地方公共団体、民間団体

２．市町村広域連携支援
上記１の①、②の事業に加えて、森林づくり活動基盤の整備（実習林等フィールド

整備等 、特用林産振興施設等の整備（ほだ場整備等 、木材加工流通施設の整備等に） ）

ついて、 に対して支援します。県域を越えて複数の事業主体が連携して実施する取組

補助率：１／２以内等

事業実施主体：市町村、民間団体

※ １の事業のほか、省エネ性能の高い建物を普及促進する「住宅・建築物のネット・ゼ

ロ・エネルギー化推進事業」 （経済産業省）において、省エネに資する木造建築物等

のモデルについても採択します。

［お問い合わせ先：林野庁経営課（０３－３５０２－８０５５（直 ］））
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